
 

 

はじめに 
 

三鷹市は、平成 25 年に景観法に基づく景観行政団体として東京都から引き継ぎ、景

観行政の取り組みを本格的に開始しました。同年 3 月には、三鷹市の特性や市民の意

見を反映して「三鷹らしい景観」の方針や取り組みを示す「三鷹市景観づくり計画 2022」

を策定しました。 

策定にあたっては、平成 22 年度に「まち歩き・ワークショップ」や「パブリックコ

メント」など、多くの市民参加の機会を設けました。市民の皆様からの貴重なご意見

をいただきました。また、三鷹市まちづくり推進委員会や三鷹市都市計画審議会での

議論を重ね、検討を進めました。当時、ご協力いただいた市民の皆様や関係者の皆様

に、改めて感謝申し上げます。 

三鷹市では、「自然」「農」「歴史・文化」「にぎわい」「コミュニティ」という 5 つの

構成要素からなる三鷹らしい景観を未来に継承することを目指しています。そのため

には、景観の視点で「まちづくりの方向性」を示し、継続的に取り組むことが大切と

いう想いは変わりません。 

計画策定以降、三鷹の様々な地域資源を活用して、景観を「生かし」、「守り」、「創

り」、「育てる」という視点に立ち、開発行為や建築行為の際に、三鷹の自然環境やま

ち並みとの調和などを条例に基づいてゆるやかに誘導してきました。そして、様々な

事業や市民の方々の取り組みなどの総合化も継続的に図ってきました。 

策定から 12 年が経ち、三鷹市では「公共施設景観づくりの手引き」や「東八道路沿

道における景観ガイドライン」を策定するなど、三鷹らしい景観の魅力をさらに高め

るための取り組みを進めています。 

今回の改定にあたっては、これまでの成果を踏まえてより効果的な景観計画となる

ように、社会情勢の変化への対応、これまでの景観行政における成果の反映、東八道

路沿道の景観重点地区の指定、東八道路を景観重要公共施設に指定することなどにつ

いて内容を追加、修正しています。 

これからも、調和のとれたまち並みづくりや住環境の向上に取り組み、市民の皆様

に「住み続けたい」「住んでみたい」と思っていただけるまちを目指してまいります。 

景観づくりは、継続的な取り組みが何よりも大切です。今後も、市民の皆様ととも

に三鷹の魅力ある景観を守り育てていけるよう、ご協力をお願いいたします。 
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